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① あります。事業対象者もしくは要支援認定者で、訪問型サービス・通所型サービスの

みの利用の場合でも、地域包括支援センターから介護予防ケアマネジメントの委託を依

頼される場合があります。 

 

② あります。その場合、地域包括支援センターから介護予防ケアマネジメントＢが委託

されます。現行はケアマネジメントＡですが、令和６年４月からケアマネジメントＢに

変更になります。 

 

③ 令和 6 年 4 月からは、介護予防ケアマネジメントＡと同額の委託料に変更になりま

す。 

 

 

市内４箇所の地域包括支援センター、健康長寿課（地域包括ケア推進係）、 

保険課（介護保険係・介護認定係）、浅羽支所へご相談ください。

詳しくは、パンフレット介護保険・総合事業の申請方法をご参照ください。 
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① 手続きの流れは、介護保険・総合事業の申請方法（パンフレット）をご確認くださ

い。 

② 総合事業サービス利用には、基本チェックリスト（市指定様式）を実施後、ケアマジ

メントの届出書が必要です。 

③ 手続きは、本人、家族のほかに介護保険の代行申請をすることができる地域包括支援

センターの職員や居宅介護支援事事業所の介護支援専門員等が対応できます。 

 

 総合事業は、地域における多様な主体による高齢者の支え合い体制づくりを目指し

て行うものです。多様な主体とは、例えば、介護事業者が行うデイサービスだけでは

なく、ＮＰＯや住民ボランティア団体が行うサービスや、地域の通いの場で実施して

いる介護予防運動や居場所、サロン、民間サービスでは移動販売や配食サービス、健

康教室などがあります。 

総合事業の介護予防・生活支援サービス類型に位置付けられた事業の他に、多様な

サービスを組み合わせたサービスを提案していただきたいと思います。 

 

 事業対象者の支給限度額は、要支援１と同様で 5,003（単位）です。 

令和 6 年 4 月から新たに事業対象者となった方は、原則、基準緩和型サービス

（サービスＡ）を利用していただくことになり、回数等が変更となりますので、研修   

会資料等でご確認下さい。 

 

 

 

 



 3 / 8 
 

 

 通所型サービスＡについては、介護福祉士等の専門職でなくても、法人が開催する

一定の研修受講者であれば従事者として勤務できます。 

 

 

 指定事業所一覧はＨＰに掲載していますので、ご確認ください。利用料や時間帯、

サービス内容は各事業所にお問い合わせください。 

 

 

 基準緩和型サービス（サービスＡ）における人員基準や設備基準については、最新

の「介護報酬の解釈」や袋井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会

（Ｈ29.１.27 開催）等をご覧下さい。通所介護、訪問介護のサービス基準につきま

しては、指定権者（県か保険課）にご相談下さい。 

 

 

 令和 6 年 4 月以前に､要支援 1 や事業対象者で現行相当サービスを利用している方

は、市内外問わずに、直近のモニタリング（概ね 3 か月）若しくは、更新（3 か月以

内の場合）までは現行相当サービスの利用は可能です。 

以降は、モニタリングにより、利用者にあった基準緩和型サービス（サービスＡ）

等のサービスを選択いただくことになります。原則、現行相当サービスは利用できま

せん。（利用が必要と判断する場合は、Ｑ10 を御確認ください。） 

令和６年４月以降、新たに要支援１相当や事業対象者となった方は、市内外の事業

所ともに、原則、基準緩和型サービス（サービスＡ）を利用していただきます。短期

集中型サービス（サービスＣ）など、多様なサービスを組み合わせたサービスの利用

を勧めて下さい。 
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 原則、要支援１の方は、基準緩和型サービス（サービスＡ）に移行していただきま

す。介護予防ケアマネジメントの結果、引き続き、現行相当サービスの利用が適当で

あると判断される場合には、主治医や地域リハビリテーション推進員に主治医相談用

≪FAX 送信表≫や診療情報提供書などを活用して判断を仰いだのち、市に支援１・事

業対象者係る現行相当サービス利用の協議書を提出して、了解を得られれば利用する

ことができます。 

  ※支援 1・事業対象者に係る現行相当サービス利用の協議書を御確認ください。 

 

 

 送迎加算や入浴加算はありません。送迎・入浴については基本報酬には含んでおり

ません。 

なお、送迎や入浴にかかる実費を利用者から徴収することは可能です。 

 

 

 袋井市は７級地区分を適用します。 

なお、現行相当サービスについても、従来どおり７級地区分を適用します。 

 

 

 サービスＣは、市の委託で実施します。委託先は、ホームページに掲載していま

す。保健や医療の専門職が 3 か月から 6 か月間に運動器や口腔機能等の向上のための

訓練や相談・指導を行い、自立を促します。 
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【 ３ 介護予防ケアマネジメント 】 

 

  基本チェックリストは市の指定様式があります。その他の様式については、介護予

防ケアマネジメントマニュアルに参考様式を掲載しておりますので、適宜ご活用くだ

さい。ただし、介護予防支援については、従来どおりの様式をご使用ください。 

 

 

 予防給付・総合事業兼用の様式（様式第 15 号の２）を使用します。 

 

 

 介護予防ケアマネジメントの類型によって異なりますので、介護予防ケアマネジメ

ントマニュアルをご確認下さい。 

 

 介護予防ケアマネジメントの類型によって異なりますので、介護予防ケアマネジメ

ントマニュアルをご確認下さい。 

 

 居宅介護支援や介護予防支援と同様に、アセスメントの結果により、目標を達成で

きる期間がどの程度かを把握できるため、その期間を本人や家族と共有をして、設定

してください。 

 

 

 要支援１相当の「5003単位」です。市の介護保険システム上も、国保連の管理シ

ステム上も同じ設定となっています。 

例えば、事業対象者Aさんの請求を、5004単位以上で請求した場合は、自己負担が

 



 6 / 8 
 

発生することになります。 

     ただし、市が必要と認める場合には、要支援２相当の「10473単位」まで上限額を

引き挙げることができますので、限度額の変更を希望する場合は、事前に「支給限度

額変更の申し出」を行ってください。 

 

 

 取り扱い件数には含みません。介護予防ケアマネジメントについては、報酬の逓減

制度は設けないため、適正な業務が行える範囲で受託をお願いいたします。 

 

 

 契約を結び直す必要はありません。 

 

 

 基本チェックリストの結果、事業対象者として介護予防ケアマネジメントを行い、

一般介護予防事業の利用のみとなった場合においても、ケアマネジメントのプロセス

は行われていることから、その実施付の報酬は請求できます（介護予防・日常生活支

援総合事業のガイドライン 老発0605第5号平成27年6月5日参照）。 
 

 

 介護予防ケアマネジメントの提供が終了して二月以上経過した後、再度、介護予防

ケアマネジメンＡを実施する場合は、初回加算を請求できます。 

 

 

  福祉用具貸与は予防給付であり、総合事業と併用となるため、介護予防ケアマネ

ジメントAではなく、介護予防支援（介護予防サービス計画）になります。 
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  事業対象者及び要支援認定の方は、袋井市の指定している総合事業サービスを含

めた地域支援事業を利用できます。 
 

 

 施設所在市町村に届出をして下さい。その後、施設所在市町村から保険者市町村に

書類を送付した後、保険者市町村より被保険者証等が送付されます。 

 

 袋井市に住民票がなければ、受給者台帳に登録することができませんので、袋井市

の総合事業は利用できません。（住所地特例は住所変更する。） 

 

 

 ケアマネジメントの届け出は、健康長寿課（地域包括ケア推進係）、保険課（介護

保険係・介護認定係）、浅羽支所（市民サービス係）で対応します。情報請求は保険

課で対応します。 

 

 

医師の意見書は必要ありません。総合事業の利用にあたり、事前にかかりつけ医等

の意見を求めたい場合には、市 HP に掲載している主治医相談用（FAX 送信票）等

を活用して、ご確認下さい。 

 

 

 感染症対策委員会の開催、マニュアルの整備、研修の実施が令和6年4月1日より義

務化されます。 
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  虐待防止対策を検討する委員会の開催、指針の整備及び研修の実施が令和6年4月 

1日より義務化されます。 

 

 

  新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務

を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとと

もに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方針、体

制、手順等を示した計画のことを業務継続計画といいます。計画の策定、研修、想

定訓練の実施が、令和6年4月1日より義務化されます。 

 

 

① 袋井市では、前市の判定結果は引き継がず、改めて基本チェックリストを実施して

いただきます。 

② 前市で総合事業のサービスを使用していた方が転出する場合は、地域包括支援セン

ター間で介護予防ケアマネジメントの引き継ぎが行われますので、市の窓口では特段

の案内は行いません。地域包括支援センターからの事前の情報により、個別に対応し

ていくことになると考えます。ただし、市外の事業者のサービスを引き続き利用する

場合は、事業者や利用するサービス種類によって、袋井市で新たに事業者指定を受け

る必要が生じますので注意が必要です。 

 

  ③ 転出する場合は、②のような地域包括支援センター間の引き継ぎや、利用する事業

者による注意点に関する案内を行います。 

 


